（１）　幼稚園設置認可申請書
	年　　月　　日　　　

東京都知事

区長　　殿
　　　　　　　市長
住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校法人○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立代表者　　　　　　　　印

　○○幼稚園設置認可申請書
○○幼稚園を設置したいので、学校教育法第４条及び同法施行規則第３条の規定に

より関係書類を添え認可を申請します。



　（添付書類）　266ページ参照
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　【申請の根拠】　学校教育法第４条、学校教育法施行規則第３条
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　【提出部数】　（区市部）Ａ４版３部（申請書用・認可書用・東京都用）を区市に提出。
　　　　　　　　　（町村部）Ａ４版２部（申請書用・認可書用）を都に提出。
　　　　　　　　　※　申請書類は、各書類にインデックス（項目名記載）をつけ、Ａ４縦型ファイルに２つ穴で左綴じにすること。
　　　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　【留意事項】　①「住所」は申請者の主たる事務所の住所（個人の場合は住民票上の住所）とすること。
②「設立代表者」は、既設学校法人の場合は「理事長」とすること。
③「設立代表者」の印は、本人の署名（法人にあっては、代表者の署名）をもって代えることができる。
④　第１段階（設置計画承認）から第２段階（設置認可）にかけて生じた変更等は、適宜所轄庁に相談すること。
設置認可の事務の流れ（園舎建築を伴う場合）

	
	申　請　者
	区　・　市
	東　京　都
	私立学校審議会

	第

一

段

階

設

置

計

画

承

認


	①事前相談

③認可申請書作成
④申　　請





⑲建設工事着工
	②事前打合せ
⑤申請受理

⑥書類審査
⑦現地調査
⑧諮問依頼
※（諮問月の前月20日まで）
（区市担当者同行）
（区市担当者同席）

⑱設置計画承認

決定・通知
	（情報提供）
⑨書類審査
⑩現地調査

⑪諮問決定
⑫諮　　問

（東京都担当者同行）

⑰答申通知
	⑬部会調査
⑭部会審議決定
⑮本審議会決定
⑯答　　申

	第

二

段

階

設

置

認

可


	①建設工事竣工

②建設完了届





⑮認可書受領
	③現地調査

④建設完了届受理

⑤受理報告

※(諮問月の前月20日まで)

（区市担当者同行）

（区市担当者同席）


⑭認可決定

認可書交付

⑯報　　告
	⑥現地調査

⑦諮問決定

⑧諮　　問

（東京都担当者同行）


⑬答申通知


	⑨部会調査

⑩部会審議決定

⑪本審議会決定

⑫答　　申




（注）所轄庁が主導して事業者を公募する場合は、学校の設置基準、学校環境衛生基準等教育関係法規で定める各種基準を充足した上で、都私学審議会への諮問・所轄庁の認可が必要であることが前提となる旨周知が必要
設置認可の事務の流れ（園舎建築を伴わない場合）
	申　請　者
	区　・　市
	東　京　都
	私立学校審議会

	①事前相談

③認可申請書作成
④申　　請




⑲認可書受領
	②事前打合せ
⑤申請受理

⑥書類審査
⑦現地調査
⑧諮問依頼
※（諮問月の前月20日まで）
（区市同行）
（区市同席）

⑱認可決定

認可書交付

⑳報　　告

	（情報提供）
⑨書類審査
⑩現地調査

⑪諮問決定
⑫諮　　問

（東京都同行）

⑰答申通知
	⑬部会調査
⑭部会審議決定
⑮本審議会決定
⑯答　　申


（注）１　別途、学校法人の寄附行為認可又は寄附行為変更認可が必要であり、当該認可基準上問題がある場合は、設置認可もできないことになるので、注意が必要。
　　　２　※諮問月の前月20日までに「受理できる状態」の書類を提出すること。

20日までに書類が整っていない場合には、翌月諮問できない可能性がある。

　　　　　「受理できる状態」：修正の依頼・指示・指摘のあった箇所について、私学部との間で調整を終えた状態

　　　３　設置基準を客観的に満たしていても、認可の妥当性について説明が十分でない場合は、文書の追加・補正を求める。
（





（





）





）





※4月開園の場合、前々年度の3月31日までに申請








